
事 務 費 生 活 費 管 理 費 合 計 事 務 費 生 活 費 管 理 費 合 計

1 1,500,000 円 以 下 10,000 46,090 21,445 77,535 14,000 92,180 42,890 149,070

2 1,500,001 ～ 1,600,000 13,000 46,090 21,445 80,535 26,000 92,180 42,890 161,070

3 1,600,001 ～ 1,700,000 16,000 46,090 21,445 83,535 32,000 92,180 42,890 167,070

4 1,700,001 ～ 1,800,000 19,000 46,090 21,445 86,535 38,000 92,180 42,890 173,070

5 1,800,001 ～ 1,900,000 22,000 46,090 21,445 89,535 44,000 92,180 42,890 179,070

6 1,900,001 ～ 2,000,000 25,000 46,090 21,445 92,535 50,000 92,180 42,890 185,070

7 2,000,001 ～ 2,100,000 30,000 46,090 21,445 97,535 60,000 92,180 42,890 195,070

8 2,100,001 ～ 2,200,000 35,000 46,090 21,445 102,535 70,000 92,180 42,890 205,070

9 2,200,001 ～ 2,300,000 40,000 46,090 21,445 107,535 80,000 92,180 42,890 215,070

10 2,300,001 ～ 2,400,000 45,000 46,090 21,445 112,535 90,000 92,180 42,890 225,070

11 2,400,001 ～ 2,500,000 50,000 46,090 21,445 117,535 100,000 92,180 42,890 235,070

12 2,500,001 ～ 2,600,000 57,000 46,090 21,445 124,535 114,000 92,180 42,890 249,070

13 2,600,001 ～ 2,700,000 64,000 46,090 21,445 131,535 128,000 92,180 42,890 263,070

14 2,700,001 円 以上全金額 67,900 46,090 21,445 135,435 135,800 92,180 42,890 270,870

※

※

※

※

　　注　１

　　注　２

≪退居時≫

※ 原状回復（居室の天井や壁のクロスの張替え等）の費用は、退居時にご負担

いただきます。

※ 入居一時金返金時の振込手数料は、本人負担とさせて頂きますので、ご了承下さい。

150万円

次の式により計算します。

返 還 金 額 ＝
２４０ヶ月（20年）　－　入居経過月数

２４０ヶ月（20年）

から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

夫婦で利用する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の２分の１を

それぞれ個々の対象経費とし、その額が１５０万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの

事務費徴収額については上記表から３０％減額した額を本人からの事務費徴収額（月額）

とする。

入居一時金は、入居年数20年（２４０ヶ月）未満で退居される場合は、経過月数に応じて、

（ 前 年 の 収 入 ）

夫婦部屋の場合、夫婦の利用料金及び入居一時金は２人分を計算したものです。

この料金には、個人の電気料金や電話料金は含まれていません。

１１月から３月までは、冬期加算（暖房費）として１ヶ月2,120円を徴収します。

事務費、生活費については、国の基準に合わせて改定されます。

対象収入とは、前年の収入（社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く）

１ 人 分 利 用 料 金 表 ２ 人 分 利 用 料 金 表

対 象 収 入 に よ る 加 算 区 分 75万円

ケ ア ハ ウ ス 同 朋 平 成 27 年 4 月 現 在

料 金 早 見 表

個室：　Aタイプ（２２．２㎡）　３８戸　全室バス付 夫婦部屋：　B ・ C タイプ（４４．４０㎡）　　６戸

入居一時金 入居一時金


